
Ａ
相
続
税
の
計
算
は
少
し
複
雑

な
の
で
、
顧
客
に
は
ザ
ッ
ク
リ

と
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
分
か
り
や
す
く
説

明
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。

ま
ず
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
（
被
相

続
人
）
が
保
有
し
て
い
た
す
べ
て
の
財

産
（
プ
ラ
ス
の
財
産
）
か
ら
、
マ
イ
ナ

ス
の
財
産
で
あ
る
借
入
金
を
控
除
し
た

課
税
価
格
Ａ
を
計
算
す
る
。
プ
ラ
ス
の

財
産
と
は
、
被
相
続
人
の
所
有
し
て
い

た
自
宅
な
ど
の
土
地
や
建
物
、
預
金
な

ど
の
財
産
に
、
亡
く
な
る
前
３
年
以
内

に
贈
与
し
た
財
産
や
相
続
時
精
算
課
税

の
特
例
を
受
け
て
贈
与
し
た
財
産
が
あ

れ
ば
そ
れ
ら
の
財
産
を
合
計
す
る
。

被
相
続
人
に
債
務
（
借
入
金
）
が
あ

れ
ば
、
マ
イ
ナ
ス
の
財
産
と
し
て
プ
ラ

ス
の
財
産
か
ら
控
除
す
る
。
結
果
と
し

て
、
そ
の
プ
ラ
ス
の
財
産
か
ら
マ
イ
ナ

ス
の
財
産
を
控
除
し
た
残
額
が
、
課
税

価
格
Ａ
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
基
礎
控
除

額
Ｂ
を
差
し
引
き
、
残
っ
た
課
税
遺
産

総
額
Ｃ
に
対
し
て
相
続
税
が
課
税
さ
れ

る
仕
組
み
で
あ
る
（
図
表
）。

基
礎
控
除
額
の
範
囲
内
な
ら

相
続
税
は
課
税
さ
れ
な
い

基
礎
控
除
額
Ｂ
を
控
除
し
た
後
の
、

課
税
遺
産
総
額
Ｃ
に
対
し
て
相
続
税
が

課
税
さ
れ
る
た
め
、
Ｃ
が
な
け
れ
ば
相

続
税
は
か
か
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
Ａ
の

課
税
価
格
が
基
礎
控
除
額
以
内
な
ら
、

相
続
税
は
か
か
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

基
礎
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
２７

年
１
月
以
降
の
相
続
か
ら
「
３
０
０
０

万
円
＋（
６
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人

数
）」
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
相
続
人

が
配
偶
者
と
子
ど
も
２
人
の
場
合
、
法

定
相
続
人
が
３
人
な
の
で
、
基
礎
控
除

額
は
４
８
０
０
万
円
に
な
る
。
Ａ
の
課

税
価
格
が
こ
の
範
囲
内
な
ら
、
相
続
税

は
か
か
ら
な
い
。

課
税
遺
産
総
額
Ｃ
が
プ
ラ
ス
で
も
、

相
続
人
が
配
偶
者
の
場
合
に
は
、
配
偶

者
の
税
額
軽
減
と
い
う
特
例
に
よ
っ
て

相
続
税
が
課
税
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
配
偶
者
が
課
税
財
産
Ａ

の
う
ち
法
定
相
続
割
合
で
あ
る
２
分
の

１
か
１
億
６
０
０
０
万
円
の
い
ず
れ
か

大
き
い
金
額
ま
で
相
続
し
て
も
、
相
続

税
が
課
税
さ
れ
な
い
特
例
だ
。

例
え
ば
課
税
価
格
が
２
億
円
の
場

合
、
相
続
人
が
配
偶
者
と
子
ど
も
２
人

の
場
合
に
、
配
偶
者
が
１
億
６
０
０
０

万
円
相
続
し
て
も
配
偶
者
に
は
相
続
税

が
か
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
特
例

は
課
税
の
繰
延
べ
で
あ
り
、
い
ず
れ
配

偶
者
の
相
続
時
に
は
相
続
税
が
課
税
さ

れ
る
た
め
、
二
次
相
続
を
踏
ま
え
た
選

択
が
必
要
で
あ
る
。

Ａ
相
続
財
産
に
は
、
土
地
や
建

物
の
占
め
る
割
合
が
大
き
い

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
方
法
は
財
産
評

価
基
本
通
達
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
土

地
（
更
地
）
の
評
価
額
は
、
路
線
価
に

よ
り
計
算
さ
れ
、
路
線
価
の
な
い
土
地

な
ど
は
倍
率
方
式
で
計
算
す
る
。

評
価
引
下
げ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
土
地

等
は
用
途
に
よ
っ
て
そ
の
評
価
が
変
わ

る
こ
と
（
図
表
１
）。
例
え
ば
路
線
価

を
１
０
０
と
す
る
と
、
ア
パ
ー
ト
な
ど

の
貸
家
建
付
地
の
評
価
は
８０
程
度
に
な

る
。
貸
地
の
場
合
に
は
、
借
主
に
借
地

権
が
発
生
し
て
い
る
と
し
て
、
底
地
は

借
地
権
を
控
除
し
た
評
価
額
と
な
り
、

路
線
価
の
３０
か
ら
５０
程
度
に
な
る
。

一
方
、
建
物
の
相
続
税
評
価
額
は
固

定
資
産
税
評
価
額
だ
が
、
建
物
の
時
価

を
１
０
０
と
す
る
と
、
約
５０
〜
６０
程
度

の
評
価
額
と
な
る
。
さ
ら
に
ア
パ
ー
ト

な
ど
貸
家
だ
と
借
家
権
割
合
が
控
除
で

き
、
さ
ら
に
３０
％
程
度
評
価
が
引
き
下

が
る
。
こ
の
よ
う
に
、
財
産
を
現
金
等

で
保
有
し
て
い
る
よ
り
も
、
ア
パ
ー
ト

な
ど
を
建
築
す
る
こ
と
に
よ
り
相
続
税

評
価
額
が
引
き
下
が
る
た
め
、
相
続
対

策
と
し
て
の
効
果
が
大
き
い
。

具
体
的
に
は
図
表
２
の
よ
う
に
計
算

す
る
た
め
、
ア
パ
ー
ト
の
敷
地
な
ど
に

利
用
し
た
ほ
う
が
更
地
よ
り
も
評
価
額

が
引
き
下
が
る
の
が
分
か
る
。

賃
貸
物
件
も
空
室
部
分
は

評
価
減
が
受
け
ら
れ
な
い

注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、

ア
パ
ー
ト
な
ど
の
賃
貸
物
件
は
、
財
産

評
価
を
引
き
下
げ
る
効
果
が
あ
る
が
、

相
続
時
点
に
お
い
て
空
室
が
あ
る
場
合

に
は
そ
の
空
室
部
分
は
土
地
建
物
と
も

原
則
と
し
て
評
価
減
の
効
果
が
受
け
ら

れ
な
い
こ
と
だ
。
相
続
対
策
の
提
案
を

す
る
場
合
に
は
、
入
居
率
も
踏
ま
え
た

有
効
活
用
の
検
討
が
肝
要
で
あ
る
。

以
下
、
事
例
を
挙
げ
て
見
て
い
く
。

Ａ
の
相
続
人
は
妻
と
子
ど
も
２
人
で
、

相
続
財
産
は
現
金
３
０
０
０
万
円
と
更

地
５
０
０
０
万
円
で
あ
る
。
相
続
対
策

と
し
て
、
現
金
で
更
地
に
３
０
０
０
万

円
で
ア
パ
ー
ト
を
建
て
た
場
合
に
、
Ａ

の
相
続
財
産
は
い
く
ら
に
な
る
か
。

図
表
３
の
よ
う
に
、
対
策
前
は
相
続

税
が
３
５
０
万
円
か
か
る
が
、
対
策
後

は
相
続
税
が
２５
万
円
に
引
き
下
が
り
、

対
策
の
効
果
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

Q 1

ど
の
く
ら
い
の

資
産
が
あ
る
と

相
続
税
が
か
か
る
の
？

Q 2

相
続
財
産
の

評
価
を
下
げ
る
に
は

ど
ん
な
方
法
が
あ
る
の
？

●相続税が課税される財産

図表１ 土地・建物の評価のイメージ

図表２ 財産の評価方法
（１）土地の評価方法

評価方法

路線価または倍率方式

自用地評価×（１－借地権割合）

自用地評価×（１－借地権割合×
借家権割合×賃貸割合）

（２）建物の評価方法

評価方法

固定資産税評価額

自宅×（１－借家権割合×賃貸割合）

用途

自宅などの土地

他人に貸している土地

アパートなどの土地

用途

マイホーム

アパートなどの家屋

種類

自用地

貸宅地

貸家建付地

種類

自宅

貸家

図表３ 対策前後の比較

相続評価
（対策後）

０

１０５０万円

３９５０万円

５０００万円

４８００万円

２００万円

２５万円
※前提条件：小規模宅地の評価減は考慮しない。建物の固定
資産税評価額は５０％、土地の借地権割合は７０％、借家権割
合は３０％とする。

相続評価
（対策前）

３０００万円

―

５０００万円

８０００万円

４８００万円

３２００万円

３５０万円

相続財産

現金

建物（アパート）

土地

合計�
基礎控除額�
課税遺産総額（�－�）
相続税

QQ&AA 改正相続税制と
対策検討のポイント

小峰俊雄
橋本達広

中小企業診断士・１級FP技能士

税理士法人おおたか・税理士

Q１～３

Q４・５

相続税制の基本を押さえ、有効な対策

を考えるためのポイントを解説する。

最新税制に対応した
相続対策提案はこう行う

20２０１５・２月１５日号

ワイド
特集

２０１５・２月１５日号21


